
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  試験研究費税額控除制度の取扱い 

Ｑ：試験研究費の税額控除の要件が一部明

確になったそうですが、内容を教えて下さい。  

 

Ａ：試験研究に係る業務とそれ以外の業務

を兼務する者の人件費についても一定の要件

を満たせば、税額控除の対象となることが明

確になりました。 

【解説】 

 試験研究費税額控除制度の対象となる人件

費は、「専ら」試験研究に従事していること

が要件とされていることから、試験研究以外

の業務と兼務しながら研究開発に取り組む者

の人件費は、実務上、対象にならないのでは

と言われてきました。 

 しかし、中小企業庁が国税庁に対し照会し

たところ、次の各事項のすべてを満たす者の

人件費も「専ら」の要件に該当し、適用対象

となることが確認されました。 

①研究プロジェクトの全期間にわたり従事す

るわけではないが、その計画における設計・

試作・開発等の業務のうち、担当業務が行わ

れる期間、専属的に従事する場合であること。  

②担当業務が試験研究のプロセスのなかで不

可欠であり、かつ、その者の専門的知識がそ

の担当業務に不可欠であること。  

③従事期間がトータルとしておおむね１ヵ月

（実働20日程度）以上であること。間隔を置

きながら行われる場合でも、専属的に従事し

ていれば、その期間をトータルする。  

④その者の担当業務への従事状況が明確に区

分されており、かつ、その担当業務に係る人

件費が適正に計算されていること。  
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